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２
０
１
７
年
の
年
頭
に
当
た
り

ま
ず
は
、
会
員
皆
々
様
・
並
び
に

ご
家
族
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心

か
ら
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昨
年
は
、１
年
を
通
じ
て
地
震

や
台
風
な
ど
自
然
災
害
が
日
本
全

土
に
猛
威
を
ふ
る
い
ま
し
た
が
、こ

の
原
因
は
地
球
環
境
が
損
な
わ
れ

た
結
果
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
業
界
に
と

っ
て
も
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
お

り
、「
経
年
劣
化
」「
居
住
者
の
高

齢
化
」
等
、「
二
つ
の
老
い
」
問

題
か
ら
見
え
て
く
る
役
員
の
成
り

手
不
足
や
大
規
模
修
繕
工
事
を
行

う
事
の
出
来
な
い
な
ど
の
マ
ン
シ

ョ
ン
も
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

今
後
と
も
問
題
解
決
の
た
め
に
努

力
を
要
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
埼
管
ネ
ッ
ト
で
は
上
部
団
体

で
あ
る
全
国
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組

合
連
合
会
の
全
国
会
員
仲
間
と
共

に
、
問
題
解
決
の
た
め
に
最
大
の

努
力
を
致
す
所
存
で
す
。

一
方
、
国
レ
ベ
ル
で
は
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
に
関
し
て
い
く
つ
か
の

課
題
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
平

成
20
年
に
は
こ
れ
ら
が
具
体
化
す

る
も
の
と
捉
え
て
お
り
ま
す
。

◇「
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規
約
」

改
正国

土
交
通
省
は
、昨
年
３
月
14

日
、マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
の
指

針
と
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規

約
・
同
コ
メ
ン
ト
の
一
部
を
改
正
し

ま
し
た
が
、昨
年
10
月
に
行
っ
た
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
改
正
案
と

お
お
む
ね
同
じ
内
容
の
よ
う
で
す
。

規
約
改
正
で
は
、
①
区
分
所
有

者
以
外
の
外
部
専
門
家
も
管
理
組

合
役
員
に
な
れ
る
規
定
を
選
択
肢

と
し
て
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
②

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
は
、
指
針
で

管
理
組
合
の
積
極
的
な
取
り
組
み

が
望
ま
し
い
と
位
置
付
け
た
上

で
、
管
理
費
と
管
理
組
合
業
務
の

規
約
条
文
か
ら
、「
近
隣
に
も
配

慮
し
た
居
住
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
形
成
」
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
条
項
を
排
除
し
ま
し
た
。

規
約
改
正
は
、
２
０
１
１
年
７

月
以
来
５
回
目
で
、
新
た
な
組
合

運
営
に
対
応
す
る
大
き
な
変
更
を

含
ん
で
い
ま
す
が
、
個
々
の
マ
ン

シ
ョ
ン
の
規
約
改
正
は
任
意
で
、

団
地
型
・
複
合
用
途
型
の
標
準
規

約
に
つ
い
て
も
同
様
の
改
正
を
順

次
行
う
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

＊
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

・
最
大
の
特
徴
は
、
役
員
の
資
格

要
件
（
規
約
第
35
条
）
で
、
組
合

員
の
規
定
を
削
除
し
た
条
文
を
設

け
、
外
部
専
門
家
を
活
用
し
た
い

組
合
に
選
択
肢
を
用
意
し
た
点
で

あ
り
ま
す
。

１
９
８
２
年
以
来
、「
役
員
＝

区
分
所
有
者
」
と
し
て
理
事
会
運

営
方
式
が
定
着
し
て
き
た
が
、
今

後
第
三
者
の
理
事
長
・
理
事
・
監

事
へ
の
就
任
が
可
能
に
な
り
、
い

わ
ゆ
る
管
理
者
管
理
の
選
択
も
出

来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

但
し
、
選
任
方
法
は
細
則
で
定

め
る
と
し
、
資
格
要
件
も
含
め
細

部
の
例
示
は
今
後
検
討
さ
れ
る
。

又
、
管
理
費
と
管
理
組
合
業
務
の

規
約
条
分
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

削
除
案
に
関
係
団
体
か
ら
意
義

の
あ
っ
た
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
も
配
慮
し
た
、
居
住
者
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
」
に
関
す
る
費

用
や
業
務
の
規
定
は
、
検
討
会
の

提
言
通
り
削
除
と
な
っ
た
が
、
一

方
、
指
針
の
全
文
で
マ
ン
シ
ョ
ン

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
を
「
重
要

な
物
で
あ
り
、
管
理
組
合
に
お
い

て
も
、
区
分
所
有
法
に
測
り
、
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し

い
」
と
明
記
し
た
。
更
に
、
規
約

の
コ
メ
ン
ト
で
、
管
理
組
合
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
形
成
活
動
の
留
意
点
を

述
べ
て
い
ま
す
。

・
そ
の
他
、
監
事
の
理
事
会
出
席

を
義
務
付
け
、
役
員
の
利
益
相
互

取
引
防
止
規
定
や
暴
力
団
排
除
条

項
を
新
設
し
ま
し
た
。

・
災
害
時
等
の
理
事
会
の
応
急
対

応
を
明
確
化
し
、
理
事
長
等
に
よ

る
専
有
部
の
立
ち
入
り
権
限
を
容

認
し
て
お
り
ま
す
。

・
一
連
の
役
員
の
責
任
強
化
は
、

「
管
理
組
合
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化

の
観
点
」
に
た
っ
て
規
定
。

外
部
専
門
家
の
資
格
要
件
等
は
、

今
後
具
体
例
の
提
示
を
検
討
す
る

と
の
こ
と
で
す
。

・
議
決
権
の
価
値
割
合
設
定
を
認

め
る
規
約
コ
メ
ン
ト
部
分
は
「
あ

く
ま
で
も
新
築
時
に
限
っ
た
選
択

肢
」
と
強
調
し
て
い
ま
す
。

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
は
、「
国

交
省
と
し
て
は
、
防
災
・
防
犯
・

美
化
・
清
掃
・
緑
化
・
景
観
形

成
、
生
活
ル
ー
ル
調
整
な
ど
、
居

住
環
境
の
維
持
・
向
上
に
資
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
は
、
管
理

費
か
ら
支
出
が
可
能
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
」
と
云
っ
て
い
ま
す
。

＊
規
約
等
各
種
資
料
は
、国
交
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
」

サ
イ
ト
の「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
に
つ

い
て
」に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
個
人
情
報
保
護
法
・
管
理
組
合

も
「
事
業
者
」

・
改
正
個
人
情
報
保
護
法
の
全
面

施
行
ま
で
、
あ
と
１
年
を
切
り
ま

し
た
。
平
成
27
年
９
月
９
日
に
公

布
さ
れ
た
改
正
法
や
2８
年
８
月
２

日
に
公
表
さ
れ
た
施
行
令
で
は
、

「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
の
要

件
か
ら
、
情
報
取
扱
量
の
規
定
が

削
除
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
情
報
取
扱
量
が
５
０

０
０
人
以
下
の
場
合
、
管
理
組
合

は
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
適
用

除
外
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
ル
ー
ル
が
撤
廃
さ
れ
た
為
、
今

後
は
数
に
関
係
な
く
居
住
者
名
簿

な
ど
の
個
人
情
報
を
取
扱
う
管
理

組
合
等
は
全
て
個
人
情
報
取
扱
い

新
年
の
ご
挨
拶

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

埼
管
ネ
ッ
ト

会
長
　
佐
々
木
　
一
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事
業
者
と
な
り
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局

は
2８
年
11
月
30
日
、
同
法
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
発
表
し
、
管
理
組
合
を

同
法
上
の
「
中
小
規
模
事
業
者
」

と
す
る
見
方
を
示
し
ま
し
た
。

管
理
組
合
の
理
事
等
が
１
０
０

人
以
下
で
、
取
り
扱
う
個
人
の
数

が
過
去
６
ヶ
月
以
内
い
ず
れ
の
日

で
も
５
０
０
０
人
を
超
え
な
い
場

合
、「
中
小
規
模
事
業
者
」
に
該

当
、
安
全
管
理
の
緩
和
措
置
が
認

め
ら
れ
ま
す
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
に
は
、
管
理
組
合
向
け

に
別
途
の
配
慮
を
求
め
る
意
見
も

寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
同
委

員
会
は
解
説
資
料
等
の
作
成
で
対

応
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

◇「
区
分
所
有
法
を
意
識
し
た
管

理
を
！
」

・
こ
こ
数
年
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
埼
管
ネ
ッ

ト
の
会
員
の
中
に
も
、
居
住
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
に
無
関
心
な
役

員
・
居
住
者
が
多
く
な
っ
て
き
た

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
今
日
は

初
心
に
返
っ
て
区
分
所
有
法
を
意

識
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
を
考
え

て
み
ま
す
。

◇
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
共
同
生
活
の

ル
ー
ル

・
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
管
理
規
約
が

あ
っ
て
、
そ
の
規
約
を
マ
ン
シ
ョ

ン
で
の
共
同
生
活
の
ル
ー
ル
と
し

て
守
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
マ
ン
シ

ョ
ン
の
建
物
及
び
敷
地
・
附
属
施

設
の
維
持
管
理
を
し
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
オ
ー
ナ
ー

で
あ
る
区
分
所
有
者
の
皆
さ
ん
は

理
解
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

又
、
規
約
で
区
分
所
有
者
全
員
が

組
合
員
と
し
て
構
成
さ
れ
た
管
理

組
合
が
総
会
を
毎
年
開
き
、
決
算

報
告
・
予
算
承
認
・
役
員
選
任
な

ど
の
議
案
を
審
議
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
総
会
招
集
の
議
案
は
理
事
会

で
審
議
し
て
決
め
て
、
理
事
長
が

招
集
通
知
を
出
し
て
い
ま
す
。
他

方
、
日
常
の
管
理
組
合
の
運
営

は
、
理
事
長
を
含
む
理
事
で
構
成

す
る
理
事
会
が
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組

合
に
よ
る
建
物
等
の
維
持
管
理

は
、
区
分
所
有
法
に
定
め
た
ル
ー

ル
を
区
分
所
有
法
が
認
め
る
範
囲

で
「
規
約
」
に
よ
っ
て
、
個
々
の

マ
ン
シ
ョ
ン
が
そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン

に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
制
定
し

て
、
自
主
的
な
管
理
と
運
営
を
し

て
い
ま
す
。

◇
次
に
区
分
所
有
法
が
ど
の
よ
う

な
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
か
？

・
区
分
所
有
法
で
は
、マ
ン
シ
ョ

ン
の
区
分
所
有
者
全
員
が
マ
ン
シ

ョ
ン
の
維
持
管
理
の
為
に「
団
体
」

を
構
成
し
、そ
の
団
体
は
、「
集

会
」を
開
催
し
て「
規
約
」を
制
定

し
て
、区
分
所
有
法
と
は
異
な
る

ル
ー
ル
を
決
め
る
事
が
で
き
ま
す
。

又
、
建
物
等
の
具
体
的
な
維
持

管
理
を
実
行
す
る
為
に
「
管
理

者
」
を
総
会
で
選
任
し
、「
管
理

者
」
に
、
共
用
部
分
等
の
保
存
並

び
に
集
会
決
議
の
実
行
や
規
約
に

定
め
た
行
為
を
委
任
し
ま
す
。

又
、
管
理
者
は
区
分
所
有
者
の
代

理
人
と
し
て
、
共
用
部
分
の
保
険

金
の
受
け
取
り
や
共
用
部
に
関
す

る
損
害
賠
償
請
求
等
を
区
分
所
有

者
の
代
理
人
と
し
て
行
い
ま
す
。

更
に
、
区
分
所
有
者
の
共
同
の

利
益
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
、

区
分
所
有
法
57
条
か
ら
60
条
の
規

定
に
従
っ
て
、「
管
理
者
」
が
是

正
な
ど
を
求
め
る
訴
訟
を
「
集

会
」
の
決
議
に
よ
り
、
提
起
す
る

事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
区
分
所
有
法
の
規

定
・
制
度
の
擁
護
と
、
現
実
に
制

定
さ
れ
て
い
る
規
約
の
用
語
を
対

象
と
し
ま
す
と
、「
団
体
」＝「
管

理
組
合
」、「
集
会
」＝「
総
会
」
と

な
り
、「
管
理
者
」
に
つ
い
て
は
多

く
の
規
約
で
は
、「
理
事
長
」
を

管
理
者
と
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、「
管
理
者
」＝「
理
事
長
」

と
整
理
す
る
事
が
で
き
ま
す
。

理
事
・
監
事
は
、
管
理
組
合
法

人
で
は
こ
れ
を
置
く
と
区
分
所
有

法
で
は
定
め
て
い
ま
す
が
、
法
人

で
な
い
「
団
体
」
に
は
、
理
事
・

監
事
を
法
に
規
定
し
て
い
な
い
の

で
、
規
約
で
こ
れ
を
置
い
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
管
理
規
約
に
よ

る
管
理
運
営
を
、
区
分
所
有
法
の

規
定
と
対
照
し
て
意
識
し
て
み
る

事
も
必
要
で
す
。

◇「
名
簿
作
成
・
ポ
イ
ン
ト
提
示
」

・
公
益
財
団
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
セ
ン
タ
ー
は
、平
成
27
年
１
月

26
日「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
で

作
成
す
る
名
簿
の
取
扱
い
に
関
す

る
細
則
に
つ
い
て
」を
発
表
し
た
。

管
理
組
合
が
作
成
す
る
名
簿
の

種
類
と
作
成
に
当
た
っ
て
の
留
意

点
、
取
扱
い
ル
ー
ル
な
ど
を
ま
と

め
細
則
モ
デ
ル
と
し
ま
し
た
。

同
書
は
、
管
理
組
合
が
作
成
す

る
名
簿
と
し
て
、
主
に
総
会
の
招

集
や
管
理
費
等
請
求
に
利
用
す
る

「
区
分
所
有
者
名
簿
」
建
物
の
利

用
方
法
等
で
区
分
所
有
者
と
同
一

の
義
務
を
負
う
占
有
者
の
情
報
を

得
た
り
す
る
た
め
に
必
要
な
「
居

住
者
名
簿
」
災
害
時
の
救
助
活
動

な
ど
に
利
用
す
る
「
要
援
護
者
名

簿
」
を
想
定
し
て
あ
り
ま
す
。

区
分
所
有
法
や
マ
ン
シ
ョ
ン
標

準
管
理
規
約
、
マ
ン
シ
ョ
ン
使
用

細
則
モ
デ
ル
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

標
準
指
針
と
い
っ
た
関
連
法
令
…

ル
ー
ル
か
ら
名
簿
の
作
成
根
拠
を

提
示
し
ま
し
た
。
名
簿
を
作
成
す

る
上
で
の
留
意
点
を
ま
と
め
た
上

で
、
第
三
者
へ
の
提
供
や
作
成
の

方
針
、
安
全
性
と
利
便
性
、
公
開

性
等
に
言
及
し
た
「
策
定
方
針
」

と
併
せ
、
各
名
簿
の
取
扱
い
に
関

す
る
モ
デ
ル
・
コ
メ
ン
ト
を
提
示

し
て
い
ま
す
。

細
則
モ
デ
ル
は
、「
区
分
所
有

者
」「
居
住
者
」「
要
援
護
者
」
の

各
名
簿
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
作
成
の
根
拠
と
な
る

管
理
規
約
の
条
文
や
利
用
の
目

的
、
名
簿
の
掲
載
事
項
等
に
、
そ

れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
る
か
ら
で
す
。

・
添
付
資
料
と
し
て
、
マ
ン
シ
ョ

ン
使
用
細
則
モ
デ
ル
や
個
人
情
報

保
護
法
、
避
難
行
動
要
支
援
者
の

避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
り
組

み
指
針
の
抜
粋
等
を
収
録
し
て
あ

り
ま
す
。
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謹
ん
で
新
春
の

　

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

　
　
　

 

平
成
二
十
九
年

納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで

☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます

日本高層管財株式会社
本社東京都渋谷区代々木1-19-12新代々木ビル4階 〒151-0053
　　ＴＥＬ03-5388-4471(代)　ＦＡＸ03-5388-6463

マンション管理組合様向け
リースでリフォーム
（窓・玄関ドア・手すり�リフォーム）

株式会社ＬＩＸＩＬ（リクシル）
ビルリフォーム販売

〒331-0811
埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6
TEL:048-668-5084　担当：井口

W58ｘH45

ウレタン防水のリーディングカンパニー

株式会社ダイフレックス

本社　マンション改修チーム
〒163-0823
東京都新宿区西新宿2丁目4-1新宿 NSビル23階
TEL.03（5381）1188
http://www.dyflex.co.jp
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特
定
非
営
利
活
動
法
人

　

埼
管
ネ
ッ
ト

　
　
　
（
埼
玉
県
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

首 都 圏 マ ン シ ョ ン リ ニ ュ ー ア ル 事 業 部

〒105-0003 東京都港区西新橋３丁目１１番１号
TE L  0 3 - 3 4 3 3 - 0 5 0 3  F A X  0 3 - 3 4 3 3 - 0 5 3 5
Ｕ Ｒ Ｌ ： h t t p : / / W W W . K E N S O . C O . J P /

◎ 大規模修繕工事  
◎ 各種防水工事   
◎ 内装工事     

東北支店・千葉支店・横浜支店・中部支店 
関西支店・札幌営業所・福岡営業所 

～ Total でご提案します ～ 

大規模修繕工事から設備改修工事、内装リフォーム、

充実したアフターメンテナンス体制で培った信頼が、

世代を超えた永いお付き合いを実現しています。 

◎ 給排水設備工事 
◎ 防音工事 
◎ 建物・設備診断 

三興管理株式会社
東京支社

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2丁目10-11
リョービイマジクスビル3階
TEL�03-3525-8731

大規模修繕工事の

瑕疵保険

03-3562-8122
東京都中央区京橋 1-6-1 三井住友海上テプコビル 6F

関西ペイントホームページ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｋａｎｓａｉ.ｃｏ.ｊｐ/

低汚染形複合外装仕上工法 低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料

低汚染形セラミック変性ウレタン樹脂塗料

建設塗料本部

資料のご請求、お問い合わせは

本社〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12番1号
　　ＴＥＬ.(03)5711-8901 ＦＡＸ.(03)5711-8931

（特許 第２６１００８５号）
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連
載 

私
の
町
は
ど
ん
な
町
�

�

─
越
谷
市（
越
谷
の
城
跡
）─

埼
玉
県
の
城
趾
は
、
ほ
と
ん
ど

が
県
北
に
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

川
越
城
・
熊
谷
城
・
深
谷
城
・

忍
城
・
岩
槻
城
等
々
。
江
戸
幕
府

の
位
置
か
ら
県
南
の
城
址
は
、
そ

の
地
方
の
豪
族
の
屋
敷
址
程
度
の

小
規
模
な
も
の
で
す
。

今
回
紹
介
す
る
越
谷
市
内
三
ヶ

所
の
城
址
も
小
規
模
な
が
ら
全
て

越
谷
地
区
の
交
通
の
要
所
を
占

め
、
経
済
・
戦
略
的
に
も
重
要
な

元
荒
川
水
域
に
あ
り
ま
し
た
。

㈠　

大
相
模
次
郎
能
髙
館

越
谷
市
大
成
二
丁
目
に
あ
り
、

元
荒
川
が
造
っ
た
自
然
堤
防
の
上

に
河
川
低
湿
地
を
要
害
と
し
て
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

築
城
は
平
安
時
代
と
古
く
、
武

蔵
七
党
の
一
、
野
与
党
の
一
族
で

箕
勾
（
現
岩
槻
区
）
に
住
し
た
経

能
の
二
男
能
髙
は
大
相
模
に
移
住

し
大
相
模
能
髙
と
名
乗
り
、
古
利

根
川
、
綾
瀬
川
流
域
に
勢
力
を
従

い
、
子
孫
は
大
相
模
郷
を
開
発

し
、
第
十
七
代
が
一
七
二
九
年
に

姓
を
中
村
と
改
め
ま
し
た
。

現
在
、
館
の
南
の
水
田
地
帯
が

一
変
し
「
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
」

の
街
並
が
広
が
り
、
館
の
周
辺
で

も
建
物
が
建
ち
、
敷
地
の
半
分
は

住
宅
地
と
な
っ
て
、
水
堀
は
暗
渠

化
さ
れ
道
路
と
一
体
と
な
り
、
長

屋
門
は
無
く
な
っ
て
残
さ
れ
た
屋

敷
に
は
高
木
が
茂
り
、
中
に
あ
る

家
屋
の
全
景
は
見
え
ま
せ
ん
が
、

こ
こ
に
今
も
子
孫
が
居
住
し
て
い

ま
す
。

㈡　

越
谷
御
殿

所
在
地
は
越
谷
市
御
殿
町
、
元

荒
川
が
形
成
し
た
自
然
堤
防
の
上

に
な
り
、
周
辺
の
低
湿
地
を
要
害

と
し
て
い
ま
す
。

築
城
は
江
戸
時
代
初
期
、
家
康

が
放
鷹
巡
行
時
の
宿
泊
所
と
し
て

一
六
〇
四
年
関
東
代
官
頭
、
伊
奈

忠
治
に
命
じ
て
造
営
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
地
は
元
荒
川
が
大
き
く
蛇

行
す
る
内
側
の
微
高
地
に
、
前
岩

槻
城
主
太
田
氏
の
家
臣
、
会
田
出

羽
資
清
が
館
陣
屋
を
築
い
た
場
所

で
、
そ
の
広
さ
は
六
町
余
り
で
し

た
。越

谷
御
殿
は
、
明
暦
三
年
の
振

袖
火
事
で
江
戸
城
が
全
焼
し
た
の

で
、
江
戸
城
再
建
の
た
め
鴻
巣
東

全
御
殿
と
共
に
解
体
さ
れ
て
運
ば

れ
、
江
戸
城
二
の
丸
の
再
建
に
使

用
さ
れ
ま
し
た
。
跡
地
は
元
禄
八

年
、
約
八
八
〇
平
米
の
御
林
跡
が

御
殿
と
し
て
残
さ
れ
ま
し
た
。

越
谷
宿
の
住
民
は
、
御
殿
の
建

物
が
無
く
な
っ
て
か
ら
も
、
こ
の

地
を
御
殿
と
称
し
、
町
名
も
今

「
御
殿
町
」
と
な
っ
て
い
て
偲
ぶ

は
元
荒
川
の
河
畔
に
建
つ
石
碑
と

通
り
の
名
だ
け
で
す
。

㈢　

会
田
七
左
衛
門
屋
敷

所
在
地
は
越
谷
市
沖
明
二
丁
目

で
、
元
荒
川
が
形
成
し
た
自
然
堤

防
の
上
に
立
地
し
、
低
湿
地
を
要

害
と
し
て
い
ま
す
。

築
城
は
江
戸
時
代
初
期
で
越
谷

郷
の
開
発
領
主
、
会
田
出
羽
資
久

の
養
子
と
な
っ
た
会
田
七
左
衛
門

政
重
は
、
関
東
郡
代
伊
奈
氏
の
下

で
代
官
を
務
め
、
新
田
開
発
に
功

績
を
残
し
ま
し
た
。

彼
は
後
に
分
家
し
、
元
荒
川
右

岸
の
神
明
下
村
に
陣
屋
を
築
き
ま

し
た
。
陣
屋
は
大
き
な
長
屋
門
を

備
え
、
開
発
に
応
じ
て
来
る
者
を

暖
か
く
迎
え
支
援
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
実
っ
て
大
き
な
集
落
を

形
成
し
、
槐
戸
新
田
（
後
に
大
間

野
村
、
七
衛
門
村
、
越
巻
村
に
分

割
）
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
東
武
伊
勢
崎
線
、
北
越

谷
駅
西
方
八
百
米
、
神
明
橋
を
渡

っ
た
辺
り
で
ビ
ル
と
家
屋
が
連
な

る
町
並
で
市
街
地
に
飲
み
込
ま
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
一
角
に
子
孫
が

居
宅
を
構
え
て
い
ま
す
が
、
長
屋

門
は
無
く
当
時
の
面
影
は
何
も
あ

り
ま
せ
ん
。
前
の
道
路
を
隔
て
て

会
田
家
の
広
大
な
墓
所
（
市
指
定

有
形
文
化
財
）
が
か
つ
て
の
陣
屋

の
雄
姿
を
偲
ば
せ
る
だ
け
で
す
。

�

（
小
島　

次
郎
）

大相模次郎能髙館

元荒川右岸　逆川が元荒川の下を潜ったとこ
ろ　その上に越谷御殿跡の石碑が立っている。

会田家の墓所子孫が住む家の正門
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一
．
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
と
は

…
？マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
平
成

13
年
８
月
に
施
工
さ
れ
た
「
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正
化
法
」
と
い
う
。）

に
基
づ
く
国
家
資
格
者
で
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
を
適
切
に

行
っ
て
行
く
た
め
に
は
、
管
理
組

合
の
運
営
、
建
物
等
の
維
持
ま
た

は
修
繕
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
管
理
組
合
の

構
成
員
で
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区

分
所
有
者
は
こ
れ
ら
の
専
門
的
知

識
を
十
分
に
有
し
て
い
な
い
こ
と

が
多
い
た
め
、
区
分
所
有
者
等
に

対
し
、
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

う
こ
と
の
で
き
る
専
門
家
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
為
、

平
成
12
年
12
月
８
日
に
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
適
正
化
法
が
交
付
さ
れ
、

同
法
に
基
づ
く
国
家
資
格
と
し
て

「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
」
制
度
が
新

た
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正
化
法
の
定
め
で
は
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
、
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
の
名
称
を
用
い
て
助

言
・
指
導
等
の
業
務
行
う
た
め
に

は
、
試
験
に
合
格
し
、
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
士
の
登
録
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
．
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
具
体

的
な
業
務
は
何
で
す
か
？

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
を
適
切
に

行
っ
て
い
く
に
は
、

⑴　

管
理
規
約
や
使
用
細
則

等
の
建
物
等
の
管
理
ま
た
は

使
用
に
関
す
る
区
分
所
有
者

相
互
間
の
ル
ー
ル
の
策
定
及

び
改
定

⑵　

長
期
修
繕
計
画
の
策
定

及
び
見
直
し

⑶　

多
数
の
区
分
所
有
者
間

の
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
処
等

が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
は
、
管
理
組
合
の
管

理
者
や
管
理
組
合
法
人
の
理
事
ま

た
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者

等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
、
管
理

規
約
、
使
用
細
則
、
長
期
修
繕
計

画
等
の
素
案
の
作
成
、
区
分
所
有

者
間
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
に
向
け
て

の
予
備
的
交
渉
等
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
管

理
組
合
の
運
営
を
様
々
な
形
で
支

援
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
、
大
規
模
修
繕
工

事
の
計
画
・
実
施
、
居
住
者
の
義

務
違
反
、
管
理
費
の
滞
納
等
へ
の

ア
ド
バ
イ
ス
に
も
当
た
り
ま
す
。

三
．
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
、
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
を
活
用
し
た
ら

良
い
で
し
ょ
う
か
？

マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
老
朽
化
対
策

等
が
重
要
で
す
。
老
朽
化
が
進
む

マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
建
替
え
ま
た
は

改
修
の
検
討
、
ま
た
、
耐
震
に
問

題
が
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
耐
震

対
策
工
事
の
検
討
な
ど
避
け
て
は

通
れ
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、

居
住
者
だ
け
で
合
意
形
成
を
し
た

く
て
も
な
か
な
か
前
に
進
ん
で
い

け
な
い
よ
う
な
難
し
い
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に

は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
な
ど
専

門
家
に
よ
る
支
援
が
よ
り
必
要
と

な
っ
て
き
ま
す
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
中
で
多

数
の
区
分
所
有
者
等
に
係
わ
る
ト

ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
と
き
は
管
理

組
合
と
し
て
の
対
応
が
必
要
と
な

り
ま
す
が
、
問
題
が
複
雑
化
し
居

住
者
だ
け
で
は
解
決
が
難
し
い
場

合
も
決
し
て
少
な
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
管
理
費
・
修
繕
積
立
金
等
の

滞
納
金
へ
の
対
応
、
管
理
規
約
等

の
違
反
行
為
へ
の
対
応
、
大
規
模

災
害
へ
の
対
応
、
空
き
家
対
策
、

駐
車
場
対
策
、
さ
ら
に
、
高
層
マ

ン
シ
ョ
ン
や
大
規
模
マ
ン
シ
ョ
ン

特
有
の
課
題
に
加
え
、
近
年
で
は

民
泊
対
策
や
増
加
す
る
外
国
人
区

分
所
有
者
へ
の
対
応
な
ど
マ
ン
シ

ョ
ン
の
管
理
・
運
営
に
関
す
る
課

題
は
多
種
多
様
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
、
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
か
ら
の
助
言
等

に
よ
り
、
管
理
組
合
が
専
門
的
な

知
見
を
得
て
、
課
題
解
決
に
結
び

つ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
３
月
に
改
正
さ
れ
た

「
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規
約
」

（
国
交
省
公
表
）
で
は
、
選
択
肢
と

し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
等
の

外
部
専
門
家
が
、
管
理
組
合
の
役

員
に
就
任
す
る
場
合
の
規
定
例
等

が
示
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
相
談
・

助
言
・
指
導
等
か
ら
さ
ら
に
進
ん

で
、
直
接
管
理
組
合
の
運
営
に
携

わ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

高
経
年
化
、
居
住
者
の
高
齢
化
が

進
行
す
る
中
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
の
果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す

重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
外
部
専
門
家
が
管
理
組
合
運

営
に
携
わ
る
際
の
基
本
的
３

パ
タ
ー
ン
】

（
標
準
管
理
規
約
コ
メ
ン
ト
別

添
１
よ
り
抜
粋
）

①
理
事
・
監
事
外
部
専
門
家
型

又
は
理
事
長
外
部
専
門
家
型

（
従
来
通
り
理
事
会
を
設
け
、

外
部
専
門
家
を
役
員
と
し
て

選
任
す
る
パ
タ
ー
ン
）

②
外
部
管
理
者
理
事
会
監
督
型

（
外
部
専
門
家
を
管
理
者
と
し

て
選
任
し
、
理
事
会
は
監
督

的
立
場
と
な
る
パ
タ
ー
ン
）

③
外
部
管
理
者
総
会
監
督
型

（
外
部
尊
門
家
を
管
理
者
と
し

て
選
任
し
、
理
事
会
を
設
け

ず
、
監
事
や
総
会
で
監
視
す

る
パ
タ
ー
ン
）

〝
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
活
用
に
つ
い
て
〟

埼
管
ネ
ッ
ト　

理
事　

栗
原　

照
明
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四
．
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
と
管
理

業
務
主
任
者
と
の
違
い
は
何
で
し

ょ
う
か
？

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、
専
門

的
知
識
を
も
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

管
理
に
関
し
、
管
理
組
合
の
代
表

者
で
あ
る
管
理
者
等
ま
た
は
管
理

組
合
の
構
成
員
で
あ
る
区
分
所
有

者
等
か
ら
の
相
談
を
受
け
て
、
助

言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う

こ
と
を
業
務
と
す
る
専
門
家
で
す
。

つ
ま
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
は
、

管
理
組
合
の
立
場
か
ら
、
管
理
組

合
の
運
営
等
に
関
し
、
適
切
な
助

言
等
の
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
管
理
業
務
主
任

者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化

法
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者

の
事
務
所
毎
に
置
く
こ
と
が
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
義
務
付
け
ら

れ
、
ま
た
、
同
法
に
よ
り
管
理
受

託
契
約
に
係
る
重
要
事
項
の
説
明
、

管
理
事
務
の
報
告
等
の
事
務
に
当

た
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が

受
託
し
た
管
理
業
務
の
的
確
な
実

施
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
国

家
資
格
者
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

両
者
の
立
場
お
よ
び
業
務
の
内
容

は
、
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
す
。

（
＊
セ
ン
タ
ー
通
信
よ
り
資
料
抜
粋
）

■NPO埼管ネットの運営は会員皆様の会費で運営されております。
又平成20年度より、会費を 2年以上滞納した会員管理組合は、無
断脱会管理組合として会員名簿より削除しております。
■理事長変更届は、必ずご提出ください。ホームページ上の変更登
録フォーム又、年会費請求書と一緒にFAX用の書類も送付させて
頂いております。
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平成29年埼管ネット行事予定表
月　日 行事予定 会　場 月　日 行事予定 会　場

1月 7日 仕事始め 7月 1日 役員会 事務局会議室

7日 役員会 事務局会議室 1日 組合管理運営相談会 事務局会議室

7日 組合管理運営相談会 事務局会議室 1日 建物修繕相談会 事務局会議室

7日 建物修繕相談会 事務局会議室 未定 土曜サロンor 地域交流会・法律相談会 マンション集会室 or 事務局会議室

2 月 4 日 役員会 事務局会議室 8月 5日 役員会 事務局会議室

4日 組合管理運営相談会 事務局会議室 5日 組合管理運営相談会 事務局会議室

4日 建物修繕相談会 事務局会議室 5日 建物修繕相談会 事務局会議室

4日 建物保全研修会 事務局会議室 11日～16日夏期休暇

3月 4日 役員会 事務局会議室 9月 2日 役員会 事務局会議室

4日 組合管理運営相談会 事務局会議室 2日 組合管理運営相談会 事務局会議室

4日 建物修繕相談会 事務局会議室 2日 建物修繕相談会 事務局会議室

未定 土曜サロンor 地域交流会・法律相談会 マンション集会室 or 事務局会議室 未定 土曜サロンor 地域交流会・法律相談会 マンション集会室 or 事務局会議室

4 月 1 日 役員会 事務局会議室 10月 7 日 役員会 事務局会議室

1日 組合管理運営相談会 事務局会議室 7日 組合管理運営相談会 事務局会議室

1日 建物修繕相談会 事務局会議室 7日 建物修繕相談会 事務局会議室

1日 建物保全研修会 事務局会議室 7日 建物保全研修会 事務局会議室

5月 6日 役員会・通常総会 事務局会議室 11月 4 日 役員会 事務局会議室

6日 組合管理運営相談会 事務局会議室 4日 組合管理運営相談会 事務局会議室

6日 建物修繕相談会 事務局会議室 4日 建物修繕相談会 事務局会議室

未定 土曜サロンor 地域交流会・法律相談会 マンション集会室 or 事務局会議室 未定 土曜サロンor 地域交流会・法律相談会 マンション集会室 or 事務局会議室

6 月 3 日 役員会 事務局会議室 12月 2 日 役員会 事務局会議室

3日 組合管理運営相談会 事務局会議室 2日 組合管理運営相談会 事務局会議室

3日 建物修繕相談会 事務局会議室 2日 建物修繕相談会 事務局会議室

3日 建物保全研修会 事務局会議室 28日 仕事納め

3日 管理組合実践セミナー 未定


